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　令和4年 3月末現在で，厚生年金保険（第 1号～第 4号）および国民年金の

受給者数の合計は延べ7,698万人で，前年同月に比べて33万人増加しています。

これらの方々の所得に占める年金のウエイトも相当高まっており，年金制度は，

国民の老後生活の基盤として，名実ともに大きな役割を果たしてきています。

　このような状況から，国民の老後の生活設計を考えるうえで，年金相談は，

大変に重要なものになっています。

　年金相談の応対にあたっては，懇切丁寧な応対はもとより，相談者の立場に

たった真摯な態度が，以前にも増して求められており，これらに応えられる手

引書の重要性がますます高まっています。

　本書は，昭和48年に刊行されて以来，法律改正，物価スライドが行われるつ

ど改訂しており，内容は各公的年金制度の適用から給付，諸手続に至るまで，

事例ごとに項目を整理した「年金相談の手引書」であると同時に，年金に対す

る理解を深めるため要点を系統的に説明した「年金制度の解説書」にもなって

います。また，一般の方々にとっても，年金の知識と理解を深めるために活用

できるということから好評を得て，広く利用されているところです。

　今回の改訂では，令和 5年 4月からの年金額をはじめ，年金制度の機能強化

のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和 2年法律第40号，「年金制

度機能強化法」）の主な内容や最新の情報を収載して利便を図っています。ま

た，巻末には「年金記録問題と特例措置」，「被用者年金一元化による主な改正

点と経過措置」，「年金制度機能強化法」の概要および「受給資格期間の短縮」

についてなどを収録しています。今後の年金相談や照会への対応に，本書が十

分に活用されることを期待しております。

令和 5年 5月　
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第 1章　　年金制度のしくみ

第 1　国民年金のしくみ

1 　国民年金とは

　国民年金は，老齢，障害，死亡について，必要な給付を行い，健全な国民生

活の維持・向上に寄与することを目的としています。（国年法 1）

　国民年金は，被用者年金制度である厚生年金保険に加入していない一般の人

のほか，厚生年金保険の被保険者およびその配偶者も国民年金の被保険者とな

ります。したがって，民間企業等に勤務する人や公務員，私立学校の教職員な

どは，厚生年金保険とともに国民年金にも加入することになり，同時に 2つの

年金制度に加入することになります。

※�被用者年金制度には，平成27年10月前は，①厚生年金保険，②国家公務員共

済組合，③地方公務員共済組合，④私立学校教職員共済――の 4つの制度が

ありました（被用者年金一元化法による改正前の国年法 5①）。なお，船員

保険については昭和61年 4 月 1 日から，職務外年金部門は厚生年金保険に統

合されています。

　�　平成 9年 4月には，旧公共企業体の三共済組合（日本たばこ産業共済組合，

日本電信電話共済組合，日本鉄道共済組合）の長期給付事業が，厚生年金保

険に統合され，また，平成14年 4 月には，旧農林漁業団体職員共済組合が厚

生年金保険に統合されました。そして，平成27年10月には，国家公務員共済

組合，地方公務員共済組合および私立学校教職員共済の長期給付事業が厚生

年金保険に一元化されました。

●共通の基礎年金を支給

　国民年金は，老齢，障害，死亡について，すべての人に共通の基礎的な年金
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第 2章　国民年金と厚生年金保険の給付

第 1　老齢基礎年金および老齢厚生年金
の受給要件と年金額

Ⅰ　老齢基礎年金

●老齢基礎年金の受給要件
　老齢基礎年金は，昭和61年 4 月 1 日に60歳未満の人，つまり大正15年 4

月 2 日以後に生まれた人を対象としています。ただし，昭和61年 3 月31日

以前にすでに被用者の年金制度の老齢(退職)年金の受給権のある人は，引

き続き旧制度の年金が支給されて，老齢基礎年金の対象とはなりません。

(法附�31）

　老齢基礎年金は，加入期間が10年以上ある人が65歳に達したときに受け

られます（国年法26，法附�12）。年金機能強化法の改正により，平成29

年 8 月から，老齢基礎年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されてい

ます。

　なお，65歳という支給開始年齢は，昭和16年 4 月 1 日以前に生まれた人

については，繰上げ支給の請求をすると60歳以上64歳までの希望する年齢

まで引き下げられ（国年法附 9の 2），繰下げ支給の申出をすると66歳以

上70歳までの希望する年齢まで引き上げられます（国年法28）。また，昭

和16年 4 月 2 日以後に生まれた人については，繰上げ支給の請求をすると

60歳以上65歳未満までの希望するとき（月）まで引き下げられ（国年令12

①)，繰下げ支給の申出をすると66歳以上75歳（または70歳）までの希望

するとき（月）まで引き上げられます（国年令 4の 5①）。
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●老齢基礎年金の年金額
　本来の老齢基礎年金の年金額は780 ,900円に改定率（令和 5年度は新規�

裁定者1.018，既裁定者1.015）を乗じて得た額（新規裁定者780 ,900円×

1.018≒795 ,000円，既裁定者780 ,900円×1.015≒792 ,600円）とされてい

ます。

　これによって令和 5年度の老齢基礎年金の年金額は，新規裁定者

795 ,000円（月額66 ,250円），既裁定者792 ,600円（月額66 ,050円）となります。

（国年法27）

　ただし，保険料納付済期間が40年（昭和16年 4 月 1 日以前に生まれた人

については，昭和36年 4 月 1 日からその人が60歳に達するまでの年数＝加

入可能年数）に不足する場合は，その不足する期間に応じた分だけ減額さ

れることになり，次の式で計算した額が支給されます。（法附�13）

＊�国庫負担割合が 2分の 1に引き上げられる前の平成21年 3 月以前に保険

料免除された期間については，全額免除期間は 3分の 1， 4分の 3免除

期間は 2分の 1，半額免除期間は 3分の 2， 4分の 1免除期間は 6分の

5で，それぞれ計算されます。

＊�上記の計算式の保険料免除期間には，学生の納付特例期間および納付猶

予期間は含まれません。

＊�任意加入被保険者は，保険料納付済期間および保険料免除期間（保険料

の全額または一部免除期間）を合算した月数が480月に達したときに資

格を喪失することとなります。

振替加算

　老齢厚生年金・退職共済年金等の配偶者加給年金額の対象となってい

た人のうち，昭和41年 4 月 1 日以前に生まれた人に支給される老齢基礎

⎛
⎝

⎞
⎠
⎛
⎝

⎞
⎠
⎛
⎝

⎞
⎠
⎛
⎝

⎞
⎠
⎛
⎝

⎞
⎠

保険
料納
付済
月数

保険料
全額免
除月数
×1/2

480月

＋ ＋ ＋ ＋

×
795, 000円
または
792, 600円

保険料
3/4 免
除月数
×5/8

保険料
1/2 免
除月数
×3/4

保険料
1/4 免
除月数
×7/8
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Ⅱ　老齢厚生年金

●老齢厚生年金の受給要件
65歳から支給の老齢厚生年金

　老齢厚生年金は，厚生年金保険の被保険者期間のある人が，老齢基礎

年金の受給権を得たときに，老齢基礎年金に上乗せする形で支給されま

す。したがって，支給開始年齢は，老齢基礎年金と同時の65歳です。（厚年

法42，厚年法附14，法附�48・57）

64歳まで特別支給される老齢厚生年金

　昭和16年（女子は昭和21年） 4月 1日以前に生まれ，厚生年金保険の被

保険者期間が 1年以上あり，老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている

人には，60歳から65歳に達するまでの間，定額部分と報酬比例部分を合わ

せた額の特別支給の老齢厚生年金が支給されます。（厚年法附 8）

　また，昭和16年 4 月 2 日から昭和24年 4 月 1 日（女子は昭和21年 4 月 2

日から昭和29年 4 月 1 日）までの間に生まれた人については（障害者・長

期加入者および坑内員・船員を除く），特別支給の老齢厚生年金の定額部

分支給開始年齢は生年月日に応じて61歳から64歳とされ，60歳からその年

齢に達するまでの間，報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給

されます。（法附平⑹19，20）

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ

　平成12年の法律改正により，昭和24年 4 月 2 日から昭和28年 4 月 1 日（女

子は昭和29年 4 月 2 日から昭和33年 4 月 1 日）までの間に生まれた人には，

60歳から65歳に達するまでの間，報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生

年金が支給されますが，昭和28年 4 月 2 日から昭和36年 4 月 1 日（女子，

坑内員・船員は昭和33年 4 月 2 日から昭和41年 4 月 1 日）までの間に生ま

れた人については，報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金（障害者・

長期加入者および坑内員・船員は定額部分もあわせて支給される）の支給
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開始年齢は生年月日に応じて61歳から64歳とされます。そして，昭和36年

4 月 2 日（女子，坑内員・船員は昭和41年 4 月 2 日）以後生まれの人には，

特別支給の老齢厚生年金は支給されず，65歳に達してから老齢厚生年金が

支給されることとなります。

繰上げ支給の老齢厚生年金

　上記のように特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられる

人については，60歳から繰上げ支給の老齢厚生年金を受けることができま

す。この繰上げ支給の老齢厚生年金には，昭和36年 4 月 2 日（女子，坑内員・

船員は昭和41年 4 月 2 日）以後生まれの人を対象とした本来のものと，昭

和28年 4 月 2 日から昭和36年 4 月 1 日（女子，坑内員・船員は，昭和33年

4 月 2 日から昭和41年 4 月 1 日）までの間に生まれた人を対象とする経過

的なものとの 2つがあります。（厚年法附 7の 3①，13の 4 ①，13の 5 ①）

●老齢厚生年金の年金額
65歳からの老齢厚生年金の年金額

　65歳からは，老齢基礎年金に老齢厚生年金を加えた額が支給されます。

　老齢厚生年金の額は，報酬比例の年金額に加給年金額を加算した額です。

報酬比例の年金額の計算式は以下のようになります。（厚年法43，法附�

59①，法附平⑿20①②，21①②③，措置令平⒃ 1－3）

　なお，報酬比例の年金額には，当分の間，経過的加算（特別支給の老齢

厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の差額）が行われます。（法附�59②）

＜被保険者期間の全部または一部が平成15年 4 月前の場合の年金額＞

　平成15年 4 月からの総報酬制の導入に伴い，被保険者期間の全部または

一部が平成15年 4 月前の人の報酬比例の年金額は，次の式で計算した額に

なります。（法附平⑿20①②）

平均標準
報酬月額× ～ ×被保険者期間の月数＋

⎛
⎝

⎞
⎠

平均標準
報 酬 額× ～ ×被保険者期間の月数

⎛
⎝

⎞
⎠

平成15年 3 月以前の

平成15年 4 月以降の
1000 1000

1000 1000

9.5 7.125

7.308 5.481
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第 5 　離婚時における厚生年金の分割

　平成16年の法律改正によって，平成19年 4 月から，離婚時に厚生年金の分割

が可能となるしくみ（離婚分割）が設けられました。

●基本的なしくみ

　離婚分割の基本的なしくみは，離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保

険料納付記録を，離婚時に限って当事者間で分割することを認めるというもの

です。この分割は，平成19年 4 月 1 日（施行日）以降に成立した離婚を対象と

しますが，施行日以前の厚生年金保険の保険料納付記録も，この分割の対象

となります。分割割合（分割を受ける人の厚生年金の保険料納付記録の持分） 

は， 5 割が上限となります。

　離婚当事者間の協議で分割割合について合意のうえ，年金事務所に厚生年金

の分割の請求を行います。合意がまとまらない場合には，離婚当事者の一方の

求めにより，家庭裁判所が分割割合を定めることができます。

●分割後の給付等

　離婚分割によって，保険料納付記録の分割を受けた人は，自分自身の厚生年

金の受給資格（老齢・障害等）に応じた年金を受給することができます。ただ

し，自分自身が老齢に到達するまでは老齢厚生年金は支給されません。また，

分割を行った元配偶者が死亡しても自分自身の厚生年金の受給権には影響しま

せん。

　分割は厚生年金（報酬比例部分）の額にのみ影響し，基礎年金の額には影響

しません。なお，原則として，分割された保険料納付記録は厚生年金の額の算

定の基礎となりますが，年金受給資格期間等には算入されません。（厚年法78

の 2 ）
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●具体的な按分割合と標準報酬の改定（決定）方法

＜当事者それぞれの保険料納付実績の比較＞

　離婚分割では，婚姻期間（対象期間）中の標準報酬を再評価したもの（対象

期間標準報酬総額）が多い人が，少ない人に対して標準報酬の分割を行うこと

になります。

　分割を行う側の人，つまり対象期間標準報酬総額が多い人を第 1号改定者と

いい，分割を受ける側の人，つまり対象期間標準報酬総額が少ない人を第 2号

改定者といいます。

＜按分割合＞

　按分割合は，当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額のうち，分割後に

おける第 2号改定者の持分が示されることになります。

　按分割合の上限は常に50％で，分割によって第 2号改定者の持分が第 1号改

定者の持分を超えないようになります。

　また，按分割合の下限は，当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額のう

夫分の納付記録

婚姻期間中の納付記録

分割された記録分

夫

妻

分割された分を除いた納
付記録に基づく年金額　

分割された分を含む納付
記録に基づく年金額　　妻分の納付記録

▲
婚姻

▲
離婚

▲
夫65歳

▲
妻65歳

▲
夫死亡

▲
妻死亡

〔保険料納付の記録〕 〔年金の支給〕

第1号改定者
75％

第2号改定者
25％

第1号改定者
50％

第2号改定者
50％

（例）按分割合50％の場合

【分割前】

【分割後】
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第 4章　年金の請求，支払い，支給停止等

第 1　年金の請求

1 　受給要件を満たせば自動的にもらえるか

　年金を受ける権利は，要件がととのったときに事実上発生しますが，要件を

満たした人は，要件をすべて満たしていることの確認を受けることが必要です。

この受給権の存在の確認をすることを裁定といいますが，年金を受けられる要

件をすべて満たしたときは，厚生労働大臣または厚生年金保険の実施機関に裁

定の請求（年金の請求）を行うこととなっています。（国年法16，厚年法33）

　したがって，厚生労働大臣等は裁定の請求（年金の請求）があったときは，

要件を確認して，要件がととのっているときには，年金を受ける権利があるこ

とを証する年金証書と確認（決定）の通知書を請求者に送付しています。

手続前の準備

年金請求の一般的な流れ

●職歴の確認
●保険料の追納
●複数の年金手帳の一
本化，年金手帳の再交
付など

年金請求書提出
●金融機関で年金を受
け取ることを希望する
ときは，預金通帳の写
しを添付するか，証明
欄に確認印を受ける

年金請求書審査
●受給要件の審査
●年金額の計算など

現況届の提出
●住民票コードが未登
録の人または障害年金
の受給者は指定された
日までに現況届を日本
年金機構に提出

原則として2～3カ月後
●支払い
●振込通知書（年金送
金通知書）が送られて
くる

原則として1～2カ月後
●年金証書，年金決定
通知書が送られてくる

＊障害・遺族給付は長期間を要する場合があります。
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■留意点�

1 　国民年金・厚生年金保険の年金請求

　⑴　年金請求は最終管轄年金事務所または街角の年金相談センターへ

　　�　年金の請求を行う場合は，事前送付されてくる年金請求書または年金事

務所，街角の年金相談センターもしくは各共済組合などに備えてある年金

請求書に，必要な事項の記入と年金請求書に記載されている必要な書類を

添えて，年金事務所，街角の年金相談センターまたは各共済組合などに提

出することになっています。

　　�　年金請求書を年金事務所に提出する場合は，通常は，最後に被保険者で

あったときの事業所を受け持つ年金事務所（年金請求をするとき被保険者

である人の場合は，勤務している事業所を受け持つ年金事務所）となりま

す。

　　�　しかし，すでに退職し，郷里に帰っているようなときは，最終の管轄年

金事務所でなくとも，最寄りの年金事務所でも受け付けてもらえます。な

お，最後の被保険者期間が国民年金（第 1号・第 3号）または共済組合等

の組合員または加入者の人が年金を請求する場合は住所地を管轄する年金

事務所へ提出することになります。

　　�　また，海外在住の人が年金請求する場合は，日本国内の最終住所地を管

轄する年金事務所となっています。

　⑵　年金事務所での審査，裁定

　　�　年金事務所では，年金請求書を受け付けますと，その記入内容に誤りが

ないか，記入もれや添付書類にもれがないかどうか点検します。もし，記

入誤りや記入もれがあった場合，それが，氏名や住所のフリガナのように，

容易に補正できる場合は，補正を行いますが，受取機関の名称や所在地な

どがなにも記入されていなかったり，添付書類にもれがあるようなときは，

年金事務所では補正ができませんので，年金請求書を返戻するかその旨を

連絡し，これらを補正します。
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第 5章　年金請求の手続

年金請求者が行う届出一覧

年金請求する事情 年金請求書等の名称 添付する主な書類等 該当
頁

老齢給付（基礎年金・厚生
年金）の年金請求をしよう
とするとき

年金請求書（国民年
金・厚生年金保険老齢
給付）

基礎年金番号通知書等
戸籍の抄本または市区町村
長の証明

特別支給の老齢厚生年金の
受給権者が65歳に達して年
金請求をしようとするとき

年金請求書（国民年
金・厚生年金保険老齢
給付）

障害基礎年金の年金請求を
しようとするとき

年金請求書（国民年金
障害基礎年金）

基礎年金番号通知書等
戸籍の抄本または市区町村
長の証明
所定の医師または歯科医師
の診断書病歴状況等申立書

障害給付（基礎年金・厚生
年金）の年金請求をしよう
とするとき

年金請求書（国民年
金・厚生年金保険障害
給付）

基礎年金番号通知書等
戸籍の抄本または市区町村
長の証明
所定の医師または歯科医師
の診断書病歴・就労状況等
申立書

遺族基礎年金の年金請求を
しようとするとき

年金請求書（国民年金
遺族基礎年金）

死亡した人の基礎年金番号
通知書等
身分関係を明らかにできる
戸籍の謄本
死亡診断書

遺族給付（基礎年金・厚生
年金）の年金請求をしよう
とするとき

年金請求書（国民年
金・厚生年金保険遺族
給付）

死亡した人の基礎年金番号
通知書等
身分関係を明らかにできる
戸籍の謄本
死亡診断書

寡婦年金の年金請求をしよ
うとするとき

年金請求書（国民年金
寡婦年金）

夫の基礎年金番号通知書等
夫および受給権者の戸籍の
抄本

死亡一時金の請求をしよう
とするとき

国民年金死亡一時金請
求書

死亡者の基礎年金番号通知書等
死亡者および請求者の戸籍
の抄本

（様式第101号）

（様式第107号）

（様式第104号）

（様式第108号）

（様式第105号）

（様式第109号）

378

443

438

424

415

407

400

396

376

※�事前送付用年金請求書（「（年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）

事前送付用」）については，474～488頁に掲載してあります。

　�なお，事前送付用年金請求書の添付書類については，年金請求書といっしょ

に送られてくる「年金の請求手続きのご案内」を参照してください。

※�平成27年10月からは，被用者年金の一元化により厚生年金に関する届書等（一

元化前に権利が発生した共済年金に関する各種届書等および障害給付の届書

等の一部の届書を除く）は，いわゆるワンストップサービスとして日本年金

機構（年金事務所）または各共済組合等の実施機関（国家公務員共済組合，

地方公務員共済組合，私立学校教職員共済）のどの窓口でも受け付けられる

ことになっています。

※�平成29年 1 月以降に送付される年金請求書（ 4月生まれ）については，個人

番号記入欄に請求者本人の個人番号（マイナンバー）を記入するようになっ

ています。年金請求書にマイナンバーを記入することにより，生年月日に関

する書類（住民票等）の添付が原則不要となります。詳細については，年金

請求書に記載している注意事項および492頁を確認してください。

年金請求する事情 年金請求書等の名称 添付する主な書類等 該当
頁

旧厚生年金保険の老齢年金
の年金請求をしようとする
とき

厚生年金保険老齢年金
請求書◯旧

基礎年金番号通知書等
戸籍の抄本または市区町村
長の証明

旧厚生年金保険の通算老齢
年金の年金請求をしようと
するとき

厚生年金保険通算老齢
年金請求書◯旧

基礎年金番号通知書等
戸籍の抄本または市区町村
長の証明
通算対象期間確認通知書ま
たは年金証書等の写し

旧国民年金の老齢年金の年
金請求をしようとするとき

国民年金老齢年金請求
書◯旧

基礎年金番号通知書等

旧国民年金の通算老齢年金
の年金請求をしようとする
とき

国民年金通算老齢年金
請求書◯旧

基礎年金番号通知書等

年金制度加入期間の確認の
請求をしようとするとき

年金加入期間確認請求
書

（様式第193号）

（様式第194号）

（様式第191号）

（様式第192号）

445

455

462

466

471

377

年金の請求



第 6章　年金受給者の手続

手続の要点

　年金受給者は，引き続いて年金を受けるために，毎年 1回，厚生労働大臣に

現況届を提出するなど，定められた手続を行うことになっています。

届書の用紙

　それぞれの手続に必要な届書の用紙は，年金事務所に用意されています。

　また，基礎年金（厚生年金等の上乗せ給付のないものに限る），寡婦年金お

よび旧国民年金法の年金に関する届書の用紙は，市区役所または町村役場にも

用意されています。

届書の提出先

　届書の提出先は，原則として住所地を管轄する年金事務所です。

　ただし，現況届の提出先は，日本年金機構本部（〒168-8505 東京都杉並区

高井戸西 3－ 5－24）です。

　また，基礎年金（厚生年金等の上乗せ給付のないものに限る），新法の寡婦

年金および旧国民年金法の年金に関する届書の一部については，提出先は住所

地の市区役所または町村役場となっています。

　なお，老齢給付（旧国民年金法によるものを除く）を受給している人が就職

したときは年金証書を事業主に提出してください。

　添付書類や届書の記入のしかたについては，届書に記載してある注意事項を

よく読んでください。
※�平成27年10月からは，被用者年金の一元化により厚生年金に関する届書等（一元化前
に権利が発生した共済年金に関する各種届書等および障害給付の届書等の一部の届書
を除く）は，いわゆるワンストップサービスとして日本年金機構（年金事務所）また
は各共済組合等の実施機関（国家公務員共済組合，地方公務員共済組合，私立学校教
職員共済）のどの窓口でも受け付けられることになっています。

494

年金受給者が行う届出一覧

495

年金受給者の手続（共通届出一覧）

⦿すべての年金に共通するもの

提出を必要とする事情 届書の名称
届書に添付する 
主 な 書 類 等 

提出期限
該当 
頁

誕生月がきたとき 年金受給権者現況届
（ハガキ様式）

診断書（診断書は障害
年金のみ）

毎年誕生月
の末日など

508

氏名を変えたとき 年金受給権者氏名変更
届

年金証書 10日以内
（国民年金 
14日以内）

513

住所や年金の受取り先
を変えるとき

年金受給権者住所変更
届
年金受給権者受取機関
変更届

なし 10日以内
（国民年金 
14日以内）

515

年金を受けている人が
死亡したとき

受給権者死亡届
（様式第515号）

年金証書，死亡を証す
る書類

10日以内
（国民年金 
14日以内）

518

死亡した人の未払いの
年金・保険給付を受け
ようとするとき

未支給年金・未支払給
付金請求書

（様式第514号）

年金証書，死亡した人
と請求する人の続柄が
わかる戸籍謄本，死亡
した人と生活をともに
していたことを証する
書類

すみやかに 520

年金証書をなくしたと
きなど

年金証書再交付申請書 汚れたり，破れたとき
はその年金証書

そのつど 523

2 つ以上の年金が受け
られるようになったと
き

年金受給選択申出書
（様式第202号）
（様式第201号）

すみやかに
524 
530



第 9章　社会保障協定による特例措置

第 1　社会保障協定の概要

　日本と諸外国の間において国際的に活発な人的交流が行われていることにと

もない，日本の事業所から海外にある支店や駐在員事務所などに派遣される日

本人が増加しています。このような海外に派遣される人については，年金制度

をはじめとする日本の社会保険制度と就労地である外国の社会保険制度にそれ

ぞれ加入し，両国の制度の保険料を負担しなければならないことがあります（い

わゆる二重加入の問題）。

　また，派遣期間が比較的短い場合，外国の年金制度の加入期間が短いことか

ら，年金が受けられないなど，外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになっ

てしまうこともあります（いわゆる保険料掛捨ての問題）。

　社会保障協定は，このような問題を解決するために，二国間で協定を締結す

ることによって，年金制度等の二重加入を防止するとともに，加入期間の通算

規定が含まれている場合には，外国の年金制度の加入期間を考慮して年金が受

けられるようにしようとするものです。

1 　二重加入の防止

　二重加入防止の基本的な考え方は，事業所から海外に派遣される人などの社

会保険制度の取扱いに関して，就労地国の制度のみに加入することを原則とし，

一時的な派遣者については，派遣元国との雇用関係が深いことを考慮して，例

外的に，派遣元国の制度のみに加入するというものです。これは，二重加入を

防止するために，一時的な派遣者については，就労地国の制度との関係よりも

派遣元国の企業との雇用関係を重視し，派遣元国の制度に継続して加入すべき

であるという考え方によるものです。

678

（付録 4）「年金制度機能強化法」による
　　　　主な改正点

1．被用者保険の適用拡大に係る改正

⑴　適用拡大の経緯

　これまでの経緯を振り返ってみると，2016（平成28）年10月 1 日から，従業

員500人超の企業で，週労働時間20時間以上，月額賃金8.8万円以上等の要件を

満たす短時間労働者に適用拡大が行われました（平成24年法律第62号の「年金

機能強化法」による改正）。そして，2017（平成29）年 4 月 1 日からは，従業

員500人以下の企業について，労使の合意に基づき企業単位で適用拡大が可能

とされ，国や地方公共団体では規模にかかわらず適用とされました（平成28年

法律第114号の「持続可能性向上法」による改正）。

　2013（平成25）年に公布された「持続可能な社会保障制度の確立を図るため

の改革の推進に関する法律」（平成25年法律第112号）の附則第 6 条では，第 2

項で，「政府は，公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め， 

社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し，並びに世代間及び世代内の

公平性を確保する観点から，公的年金制度及びこれに関連する制度について，

次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え，その結果に基づいて必

894
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